
島根県イ ンフ ルエンザ様疾患によ る 臨時休業（ 学校、 幼稚園） 報告要領 

（ 改正： 令和６ 年１ １ 月５ 日付け薬第１ １ ２ １ 号）  

 

イ ンフ ルエンザ様疾患によ る 幼稚園、 小学校、 中学校及び高等学校等（ 以下、 「 学校等」

と いう 。 ） の学級閉鎖、 学年閉鎖及び学校閉鎖（ 以下、 「 臨時休業」 と いう 。 ） の状況を的

確に把握し 、 予防啓発に資する ため、 保健所設置中核市と 連携を 図り つつ以下を実施する 。 

 

１  臨時休業の報告 

臨時休業の報告は、 入力（ 記入） 及び確認の注意事項（ 別紙） に則り 、 不備や誤り がない

よ う 、 ま た時間厳守で行う 。  

( 1) 学校保健安全法第 18 条に基づく 連絡 

学校等の設置者は、 学校保健安全法第 20 条に係る イ ンフ ルエンザ様疾患によ る 臨時休

業措置を行っ た場合、 保健所へ以下の方法によ り 連絡する 。  

①学校等欠席者・ 感染症情報シス テム（ 以下、「 シス テム」 と いう 。 ） を 利用する 学校・

幼稚園等 

毎日 12 時時点の状況を、 14 時ま でにシス テムに入力する 。  

②シス テムが利用出来ない学校・ 幼稚園ある いは教育委員会等 

こ の要領の様式４ （ 学校： 閉鎖措置用） に記入の上、 保健所に 14 時ま でにフ ァ ッ ク

ス 等で送信する 。  

( 2) 内容の確認 

①保健所は、 毎日 14 時以降に、 管内の学校等から 報告さ れた内容を 確認する 。  

②保健所は、報告内容に不備不明な点がある 場合は、市町村教育委員会又は学校等に連

絡し 、 訂正等を依頼し 、 原則と し て毎日 16 時ま でに全ての学校等における 患者発生

状況の把握に努める 。  

 

２  情報集約及び情報提供 

( 1) 日々の情報の集約 

薬事衛生課は、 16 時以降、 県内（ 松江市を除く ） の臨時休業の情報を 取り ま と め、 感

染症情報センタ ー及び関係機関あて、 それぞれに資料を作成し 情報提供する 。  

( 2) 週報の作成 

厚生労働省の定める 期間において、 薬事衛生課は、 松江市を 含む全県一週間分の、 休校

数、 学年閉鎖校数、 学級閉鎖校数、 在籍者数、 患者数及び欠席者数を取り ま と め、 翌週の

火曜日ま でに厚生労働省に報告する 。〔 「 イ ンフ ルエンザに係る サーベイ ラ ンス について

（ 平成 23 年 3 月 31 日付、 健感発 0331 第 1 号） 」 〕 なお、 休校数については、 学校閉鎖

校数を 計上する 。  



その際、 松江市保健衛生課から 松江市分の報告を 徴収する 。 なお、 徴収方法は別途定め

る こ と と する 。  

 

附 則（ 平成３ ０ 年９ 月１ ２ 日付け薬第８ ８ ８ 号）  

こ の要領は、 平成３ ０ 年９ 月１ ２ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和３ 年１ ０ 月２ ５ 日付け感第５ １ ２ 号）  

こ の要領は、 令和３ 年１ ０ 月２ ５ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和６ 年１ １ 月５ 日付け薬第１ １ ２ １ 号）  

こ の要領は、 令和６ 年１ １ 月５ 日から 施行する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

臨時休業の入力（ 記入） 及び確認の注意事項 

 

１  入力（ 記入） 及び確認について 

シス テムの入力及び様式４ （ 学校： 閉鎖措置用） の記入について、 以下のと おり 取り 扱

う 。  

( 1) 閉鎖範囲内容 

  閉鎖措置範囲の学級、 学年ある いは学校は、 情報集約上重要な項目である ため間違

いが無いよ う 留意する 。  

  １ 学年１ 学級の場合は、 学年閉鎖と し て取り 扱う 。  

( 2) 措置期間 

  午前及び午後の記載は、 不要と する 。  

  措置期間を 延長する 場合、 新し い報告（ 延長報告） と し て取り 扱い、 前回報告分の

措置期間の修正は行わないこ と 。  

  延長報告は、 備考欄に「 延長」 と 記入し 、 主要症状の報告は不要と する 。  

( 3) 措置範囲の人数 

  在籍者数、 患者数及び欠席者数は、 矛盾がないよ う 入力する 。  

（  在籍者数 ≧ 患者数 ≧ 欠席者数 ）  

( 4) 症状の記載 

  発熱がある こ と （ イ ンフ ルエンザ様疾患である こ と を 確認） を確認する 。  

  発熱の“ 何度” の記載は、 必須と し ない。  

 

２  シス テムでの情報の取扱について 

  シス テムでの入力については、 “ １  入力（ 記入） 及び確認について” に加え、 以下に

ついて留意する 。  

( 1) 学校設置者の入力 

①シス テムへの入力期限 

・  シス テムでは、 14 時以降も 入力若し く は修正が可能である が、 内容確認や情報集

約作業の大き な妨げと なる ため 14 時以降同日中は入力せず、 翌日 14 時ま でに入

力する 。  

こ の場合は、 閉鎖開始日を間違えないよ う 注意し 、 必ず備考欄に本日分の報告で

はないこ と がわかる よ う 記載（ 例： 「 〇月〇日（ 前日） の報告」 ） する 。  

・  保健所や教育委員会等から 内容確認があり 修正の必要があった場合は、16 時ま で

に内容を必ず修正する 。  



・  14 時以降に入力内容の修正が必要と なっ た場合は、 その旨、 管轄保健所に電話連

絡し 修正を 行う 。 未連絡での修正は行わない。  

②出席停止で登録し た児童・ 生徒数 

「 欠席者の症状」 の入力は不要である が、 「 欠席・ 出席停止者総数」 に含める 。  

( 2) 保健所の確認 

シス テムにロ グイ ンし 、 14 時から 16 時ま でに以下の作業を行う 。 終了し ない場合は、

薬事衛生課に 16 時ま でに連絡する こ と 。  

①メ ニュ ーバーの“ 臨時休業印刷” を 選択し 、 閉鎖の初日を指定。  

“ 再表示” ボタ ンを 押し 、 該当日の情報を 確認する 。  

※“ 閉鎖の初日” を基準に集計さ れる ので、 前日と 翌日も 確認し ておく 。  

②内容の確認を 行い不備等がある 場合、 修正を 依頼する 。  

③内容が修正等さ れたこ と を 確認する 。  

 

 


